
「ちょこっと就労」の促進について 

 

１ ちょこっと就労とは 

 元気な高齢者等が個々の生活スタイルや健康状態に合わせ、介護職員の補助的業務を行う

短時間就労のこと 

 

２ 目的 

 介護人材不足の中、質の高いサービスを継続して提供していくためには、介護職員が行う

専門的業務と周辺業務の切り分けを行い、介護職員が自身の業務に専念することができる体

制づくりが必要。そこで、元気な高齢者等の活用により介護職員の負担軽減を図る。 

 

３ 支援内容 

（１）就労希望者と雇用希望施設のマッチング支援 

① 県内各地における「ちょこっと就労就職説明会」の開催 

② 地域広報誌や回覧板等による就労希望者の募集 

③ ハローワーク等との連携による就労希望者の募集、施設の周知 

 

４ その他 

 ちょこっと就労の成果や課題について発表を行った「ちょこっと就労成果報告会」での発

表資料を県 HPに掲載していますので、ご覧ください。 

 http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kourei/jinzai.html 
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「介護施設における高齢者の「ちょこっと就労」促進事業」スキーム図

介護施設における高齢者の短時間就労（ちょこっと就労）を促進し、介護職員の負担軽減を図る目的

就労意欲のある元気高齢者

福井県福祉人材センター
（福井県社会福祉協議会）

①社会福祉協議会等の講座等に参
加している元気な高齢者に対し
て、「ちょこっと就労」の呼び
かけ

③施設近隣に在住の登録高齢者の
紹介

各介護サービス施設

※各協議会を通して施設を公募

④高齢者の面接採用、ＯＪＴ研修実施

■介護施設における業務

〔介護職員〕
○本来の介護専門業務に専念
例：「食事・排泄・衣服の着脱・入浴等

の介助」 「車いすでの移動」等

〔高齢者〕 ※住み慣れた地域で、自分に
合った時間（短時間）働く

○能力に応じた補助的業務の実施
例：「掃除」「食事の配膳・片付け」

「洗濯」「園芸等の趣味活動」 等

①周辺地域に募集チラシ等を配布し、
「ちょこっと就労」の呼びかけ

②

〔高齢者〕
・希望者は福祉人材センターに登録
②

成果報告会（県内全域対象）

年度末に、参加した介護施設および高齢者
が良かった点や改善すべき点などを報告し、
他施設や高齢者に対して周知

⑤

③

④

①



ふくい介護人材育成事業所宣言制度について 

＜宣言の流れ＞ 

 

 

    

 

 

 

 

 

   

   

 

＜宣言のメリット＞ 
 

・県が主催する合同企業説明会等の参加について、県ＨＰ「働くなら、福井！」の登録企業のうち、参加申込のあった企業から、「ふく

い介護人材育成宣言事業所」等を優先して選考します。 
 

・株式会社日本政策金融公庫が実施する「地域活性化・雇用促進資金」を活用できます。 

 

☆ 現在、４１法人３１３事業所に宣言いただいております。 

 

☆ 詳しい内容は県ホームページ（https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kourei/kaigojinzaiikuseisengen.html）をご覧ください。 

１ 介護事業所が自ら取り組む目標を設定する【宣言】 

 

２ 介護事業所は目標を達成するため具体的な取り組みを実施 

 

３ 目標を達成した事業所は自らの HPに達成状況を公開 

 






